
復旧・復興建設工事共同企業体制度の創設

復旧・復興ＪＶ

奥能登農林管内の企業
（代表者）

奥能登農林管内を
除く県内の企業
（構成員）

＜対象工事＞
・令和６年能登半島地震に係る災害復旧工事
・予定価格１億円以上３億円未満
・奥能登農林総合事務所管内
・令和６年５月１日以降に公告の案件

※復旧・復興ＪＶ対象工事は、単体企業も入札参加が
可能（混合入札）

〇被災地域外の企業（技術者等）を活用

〇専任する主任（監理）技術者はＪＶで
１名でも可

・格付Ａ等級
・主任（監理）技術
者を配置

・格付Ａ等級
・主任（監理）技術
者を配置

【復旧・復興建設工事共同企業体（復旧・復興ＪＶ）】
大規模災害からの復旧・復興工事において、円滑かつ迅速な施工が確保される
よう、被災地域の地元建設企業の施工力強化を目的に結成する共同企業体

課題

被災地域において、平常時に比べ
て工事需要が著しく大きくなること
で、技術者の不足等により地域内の
企業単体のみでは施工を十分に行う
ことができない（入札不調の要因）


